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令和6年度版 税制改正のあらまし 令和6年度事業研修会計画

健康セミナー健康セミナー

簿記研修会簿記研修会

地域交流ゴルフ大会地域交流ゴルフ大会

支部研修会支部研修会

小中学生税の作品合同表彰式小中学生税の作品合同表彰式

青年部献血大会青年部献血大会

野外研修会野外研修会

令和6年度 事業研修会計画（予定）
本 部 事 業

企業経営セミナー 5月 14日（火） 法人会  会議室

総会 6月 13日（木） 勤労福祉会館

税制税務委員会研修会 8月22日（木） 勤労福祉会館

健康セミナー 9月18日（水） 勤労福祉会館

役員合同研修会 11月6日（水） 勤労福祉会館

年末調整・法定調書講座 11月8日（金） 勤労福祉会館

新春賀詞交歓会 令和7年 1月23日（木） ホテルカデンツァ東京

企業経営セミナー 令和7年 3月14日（金） 法人会  会議室

同 好 会
第12回地域交流親睦ゴルフ大会 10月8日（火）おおむらさきゴルフ倶楽部

協 賛 事 業
簿記講座（日商３級）（計６回） 　４月～５月 開催 法人会 会議室

支 部 事 業
１支部　研修会 10月予定 勤労福祉会館

２支部　研修会 10月予定 石神井交流センター

４支部　研修会 7月予定 東京信用金庫　武蔵関支店

３支部　研修会 令和７年２月予定 上石神井南地域集会所

５支部　研修会 10月22日（火） 南大泉地域集会所

６支部　研修会 9月予定 西武信用金庫　大泉支店

７支部　研修会 9月12日（木） 大泉地域集会所

女 性 部 会 事 業
小中学生 税の作品 合同表彰式 12月12日（木） 大泉学園ゆめりあホール

新春研修会 令和7年２月12日（水） 勤労福祉会館

青 年 部 会 事 業
野外研修会 7月7日（日） 未定

税務研修会 9月27日（金） 未定

献血大会 11月11日（月） 練馬西税務署 駐車場内

租税教室 4月～令和7年2月 練馬西税務署管内 小学校

源 泉 部 会 事 業
第１回研修会　開講式 5月23日（木） 練馬西税務署

野外研修会 9月予定 未定

第2回研修会　 10月24日（木） 練馬西税務署

第3回研修会（税制委員会合同） 11月8日（金） 勤労福祉会館「年末調整講座」

第4回研修会　閉校式 令和7年 2月 5日（水） 勤労福祉会館

⑴ 

賃
上
げ
促
進
税
制
の
強
化

　

賃
上
げ
促
進
税
制
に
つ
い
て
、
教
育
訓
練
費
を
増
や
す
企
業
へ

の
上
乗
せ
措
置
の
要
件
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
子
育
て
と
仕
事

の
両
立
支
援
や
女
性
活
躍
支
援
に
積
極
的
な
企
業
へ
の
税
額
控
除

率
の
上
乗
せ
措
置
が
創
設
さ
れ
、
適
用
期
限
が
３
年
間
延
長
さ
れ

ま
す
。

① 

中
小
企
業

　

賃
上
げ
率
の
要
件
（
1.5
％
、
2.5
％
）
及
び
税
額
控
除
率
は
現
行

を
維
持
し
つ
つ
、 

賃
上
げ
の
裾
野
を
一
層
広
げ
る
た
め
、
赤
字
の

中
小
企
業
に
も
賃
上
げ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る
よ
う
、
繰
越

控
除
措
置
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

Ⅰ 令
和
6
年
度
版

税
制
改
正

税
制
改
正
のの
あ
ら
ま
し

あ
ら
ま
し

法
人
税
関
係

② 

中
堅
企
業
・
大
企
業

　

従
来
の
大
企
業
の
う
ち
、
従
業
員
2,
0
0
0
人
以
下
の
企

業
に
つ
い
て
は
、
中
堅
企
業
と
い
う
新
た
な
枠
が
創
設
さ
れ
、

賃
上
げ
し
や
す
い
環
境
が
整
備
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
企
業
に

つ
い
て
は
、
現
在
の
賃
上
げ
率
の
要
件
（
３
％
、
４
％
）
は
維

持
し
つ
つ
、
段
階
的
に
７
％
ま
で
、
さ
ら
に
高
い
賃
上
げ
率
の

要
件
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
本
措
置
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
公
表
す
べ
き
マ
ル

チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
方
針
（
給
与
等
の
支
給
額
の
引
上
げ
の

方
針
、
取
引
先
と
の
適
切
な
関
係
の
構
築
の
方
針
等
）
に
つ
い

て
、
取
引
先
の
消
費
税
の
免
税
事
業
者
と
の
適
切
な
関
係
の
構

築
の
方
針
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
る
よ
う
、
記
載
事
項
が
明
確
化

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
対
象
法
人
に
従
来
の
「
資
本
金
の
額
等
が

10
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
の
数

が
1,
0
0
0
人
以
上
」
に
、「
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が

2,
0
0
0
人
超
の
大
法
人
」
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

　

①
、②
の
改
正
に
つ
い
て
は
、令
和
６
年
4
月
1
日
か
ら
令
和
９
年

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

合計控除率
（最大45%）

全雇用者の
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

税額控除率
10％上乗せ

教育訓練費
（前年度比＋5％）
【要件緩和】※2

女性活躍
子育て支援
【新設】※3

中小企業は5年間の繰越控除が可能（新設）
（繰越控除する年度は全雇用者給与等支給額対前年度増が要件）

＋1.5％ 15％ 30％※１

45％※１＋2.5％ 30％

税額
控除率
5％上乗せ

改　正　案

合計控除率
（最大40％）

全雇用者の
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

教育訓練費
(前年度比＋10％)

＋1.5％ 15％ 25％※１

40％※１＋2.5％ 30％

現　　　行 

税額控除率
10％上乗せ

継続雇用者の
給与等支給額
（前年度比）

教育訓練費
（前年度比＋20％）

＋3％ 15％ 税額控除率
5％上乗せ

20％※1

＋4％ 25％ 30％※1

改　正　案 （ ）内は大企業のみ＊4

＋3％

＋4％

＋5％ 

＋7％ 

合計控除率
（最大30％）

現　　　行 

税額
控除率
5％上乗せ

女性活躍
子育て支援
【新設】※3

合計控除率
（最大35％）

継続雇用者の
給与等支給額
（前年度比）

税額
控除率

35％※1

20％※1

25％※1

30％※1

35％※1
（20％）

（25％）

（15％）

（10％）

10％ 

25％ 

税額
控除率 

税額控除率
5％上乗せ

教育訓練費
（前年度比＋10％）
【要件緩和】※2

※ 1 控除上限：当期の法人税額の 20％
※ 2 教育訓練費の上乗せ要件は、上記とあわせて当

期の給与等支給額の 0.05％以上との要件を追加。
※ 3 くるみん認定 or えるぼし認定（2 段階目以上）

※
1
控
除
上
限
：
当
期
の
法
人
税
額
の
20
％

※
2
教
育
訓
練
費
の
上
乗
せ
要
件
は
、
上
記
と
あ
わ
せ
て
当
期
の
給
与
等
支
給
額
の 

   

0.
0
5
％
以
上
と
の
要
件
を
追
加
。

※
3
中
堅
企
業
は
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
or
え
る
ぼ
し
認
定
（
3
段
階
目
以
上
）、
大 

   

企
業
は
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
or
プ
ラ
チ
ナ
え
る
ぼ
し
認
定
。

※
4
従
業
員
数
2,
0
0
0
人
以
下
の
従
前
の
大
企
業
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
企
業
が
発
行 

  

済
株
式
数
を
50
％
超
保
有
し
て
い
る
企
業
と
合
わ
せ
て
総
従
業
員
数
が 

　
1
0,
0
0
0
人
超
の
場
合
に
は
、
中
堅
企
業
で
は
な
く
、
大
企
業
と
な
り
ま
す
。

くるみん
認定とは

えるぼし
認定とは

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
き
、
一
般
事
業
主
行
動
計

画
を
策
定
し
た
企
業
の
う
ち
、
計
画
に
定
め
た
目
標
を
達
成
し
、

一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
企
業
は
、
都
道
府
県
労
働
局
へ
申
請
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て「
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
企
業
」
と
し
て
、
厚
生
労

働
大
臣
の
認
定（
く
る
み
ん
認
定
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
き
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
・

届
出
等
を
行
っ
た
事
業
主
の
う
ち
、
女
性
の
活
躍
推
進
に
関
す
る

取
組
の
実
施
状
況
が
優
良
で
あ
る
等
の
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た

事
業
主
は
、
都
道
府
県
労
働
局
へ
の
申
請
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大

臣
の
認
定（
え
る
ぼ
し
認
定
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

適
用
時
期

(2) 

交
際
費
課
税
の
特
例
措
置
の
延
長
と
飲
食
費
基
準
の
見
直
し

　
　

交
際
費
課
税
に
つ
い
て
、

以
下
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

ま
す
。

①
中
小
法
人
の
交
際
費
課

税
の
特
例
措
置（
定
額
控

除
限
度
額
8
0
0
万
円
ま

で
損
金
算
入
可
）と
交
際

費
の
う
ち
接
待
飲
食
費
の

50
％
ま
で
を
損
金
算
入
で

き
る
特
例
措
置（
資
本
金

1
0
0
億
円
以
下
の
大
法

人
も
適
用
可
）が
３
年
間
延

長
さ
れ
ま
す
。

②
交
際
費
等
の
範
囲
か
ら
除

外
さ
れ
る
一
定
の
飲
食
費

に
係
る
金
額
基
準
が
1
人

当
た
り
1
万
円
以
下（
現

行
：
5,
0
0
0
円
以
下
）

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

(3) 

中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

　

 

損
金
算
入
特
例
の
見
直
し

　

中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金

算
入
特
例
は
、
取
得
価
額
が
30
万
円
未
満
の
減
価
償
却
資
産（
少

額
減
価
償
却
資
産
）を
取
得
し
た
場
合
、
合
計
額
3
0
0
万
円
を

限
度
と
し
て
、
全
額
損
金
算
入
で
き
る
制
度
で
す
。

　

改
正
案
で
は
、
法
人
税
の
申
告
書
等
を
e
ー
T
a
x
で
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
人（
農
業
協
同
組
合
等
）の
う
ち
、
常
時

使
用
す
る
従
業
員
が
3
0
0
人
を
超
え
る
法
人
を
対
象
法
人
か

ら
除
外
し
た
上
で
、
適
用
期
限
が
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

大法人

中小法人

飲食費
（10,000円以下） 飲食費

（10,000円超）
飲食費以外

（社内接待費を含む）

損金不算入

損金算入

損金不算入

損金不算入

損金不算入

※中小法人は「飲食費の50％を損金算入できる措置」
を選択することも可

1億円
以下の法人

100億円
超の法人

1億円超
100億円
以下の法人

交際費等

損金算入

損金算入

損金算入

損金不算入損金算入
50％

800万円超

資本金
の額等

800万円まで

　

①
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
開
始
す

る
各
事
業
年
度
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

②
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
以
後
に
支
出
す
る
飲

食
費
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
3
月
31
日
ま
で
の
間
に
少
額

減
価
償
却
資
産
を
取
得
等
を
し
て
、
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
に

適
用
さ
れ
ま
す
。

適
用
時
期

適
用
時
期
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(3) 

子
育
て
世
帯
等
に
対
す
る
住 

　

  

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
税
制
の
拡
充

　

子
育
て
世
代
の
居
住
環
境
改

善
の
観
点
か
ら
、
既
存
住
宅
の

リ
フ
ォ
ー
ム
に
係
る
特
例
措
置

（
工
事
費
用
相
当
額
の
2
5
0
万

円
を
限
度
に
10
％
を
税
額
控
除
）

に
つ
い
て
、
子
育
て
世
帯
等
が
行

う
一
定
の
子
育
て
対
応
改
修
工
事

が
対
象
に
加
え
ら
れ
ま
す
。  

　

な
お
、
そ
の
年
分
の
合
計
所

得
金
額
が
2,
0
0
0
万
円
を

超
え
る
場
合
に
は
、
同
特
例
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。 

※
子
育
て
世
帯
等
と
は
、
19
歳
未
満
の
扶
養
親

族
を
有
す
る
者
又
は
自
身
若
し
く
は
配
偶
者

の
い
ず
れ
か
が 

40
歳
未
満
の
者
を
い
い
ま
す
。

令和6年度版 税制改正のあらまし 令和6年度版 税制改正のあらまし

Ⅳ
消
費
税
関
係

Ⅴ
そ
の
他

＊
令
和
5
年
12
月
22
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
令
和
6
年
度
税
制
改
正
大
綱

　
等
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
今
後
の
国
会
審
議
等
に
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

Ⅱ
所
得
税
関
係

Ⅲ
資
産
税
関
係

(4) 

中
小
企
業
事
業
再
編
投
資
損
失
準
備
金
制
度
の
拡
充
と
延
長

　

中
小
企
業
事
業
再
編
投
資
損
失
準
備
金
制
度
は
、
Ｍ
＆
Ａ
に

関
す
る
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
を
受
け
た
中
小
企
業
者
が
、
株

式
譲
渡
に
よ
る
Ｍ
＆
Ａ
を
行
う
場
合
（
取
得
価
額
が
10
億
円
以
下

の
場
合
に
限
り
ま
す
）、
株
式
等
の

取
得
価
額
の
70
％
以
下
の
金
額
を

中
小
企
業
事
業
再
編
投
資
損
失
準

備
金
と
し
て
積
み
立
て
た
と
き
は
、

そ
の
積
立
金
額
を
損
金
算
入
が
で

き
る
制
度
で
す
。

　

改
正
案
で
は
、
複
数
回
の
Ｍ
＆

Ａ
を
実
施
す
る
場
合
（
一
定
の
表

明
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い

る
場
合
等
を
除
き
ま
す
）、
積
立
率

が
現
行
の
70
％
か
ら
、
２
回
目
は

90
％
、
３
回
目
以
降
は
1
0
0
％

に
拡
充
さ
れ
、
準
備
金
残
高
の
取

崩
し
ま
で
の
据
置
期
間
に
つ
い
て

も
10
年
間
（
現
行
：
5
年
間
）
に

拡
充
さ
れ
た
上
で
、
適
用
期
限
が

3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

(5) 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
税
制
の
創
設

　

企
業
が
国
内
で
自
ら
研
究
開
発
を
行
っ
た
特
許
権
又
は
Ａ
Ｉ

分
野
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
著
作
権
か
ら
生
じ
る
一
定
の
所

得
（
譲
渡
所
得
又
は
ラ
イ
セ
ン
ス
所
得
）
に
つ
い
て
、
30
％
の

所
得
控
除
を
認
め
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
税
制
が
創
設

さ
れ
ま
す
。

　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
税
制
の
投
資
を
増
加
さ
せ
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強
化
す
る
た
め
に
、
一
部
目
的
が
重
複
す
る

研
究
開
発
税
制
に
つ
い
て
は
、
試
験
研
究
費
が
減
少
し
た
場
合

の
控
除
率
が
段
階
的
（
令
和
８
年
度
、
令
和
11
年
度
、
令
和
13

年
度
の
3
段
階
）
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。 

据置期間後に取崩し（益金算入）

【益金算入】

【損金算入】

株式取得価額の
70％までを積立

積
立

5年間で均等取崩し

据置期間＊

（5年間）

段階的に損金算入される積立率の拡大
2回目90％、3回目以降100%

10年間に拡充

＊簿外債務が発覚した等により、
減損処理を行った場合や、取得
した株式を売却した場合等に
は、準備金を取崩し。

　

産
業
競
争
力
強
化
法
の
改
正
法
の
施
行
日
か
ら
令
和
9
年
3
月

31
日
ま
で
の
間
に
特
別
事
業
再
編
計
画（
仮
称
）の
認
定
を
受
け
た

も
の
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
14
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
開
始

す
る
各
事
業
年
度
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

適
用
時
期

適
用
時
期

〈COLUMN〉

(6) 

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
投
資
促
進
税
制
の
見
直
し
と
延
長

　

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
投
資
促
進

税
制
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
計
画

認
定
制
度
に
基
づ
き
、
対
象
設
備
を
取

得
等
し
た
場
合
に
、
取
得
価
額
の
50
％

の
特
別
償
却
又
は
最
大
10
％
の
税
額
控

除
が
適
用
で
き
る
制
度
で
す
。 

　

改
正
案
で
は
、
中
小
企
業
者
が
生
産

工
程
効
率
化
等
設
備
の
取
得
等
を
す
る

場
合
の
認
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
環
境
負

荷
低
減
事
業
適
応
計
画
に
記
載
さ
れ
た

炭
素
生
産
性
向
上
率
の
区
分
と
税
額
控

除
率
が
見
直
さ
れ
、
そ
の
他
所
要
の
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
上
で
、
適
用
期
限
が

2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
Ｄ
Ｘ

投
資
促
進
税
制
と
の
合
計
で
法
人
税
額

の
２０
％
が
上
限
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
事

業
適
応
計
画
の
認
定
を
受
け
た
法
人
が
、
対
象
資
産
を
そ
の
認
定

を
受
け
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
取
得
等
を
し
て
、
事
業
の
用
に
供

す
る
資
産
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

所
得
税
は
令
和
6
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
、
個
人
住
民
税
は
令
和

6
年
度
分
の
個
人
住
民
税
所
得
割
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
控
除
さ
れ
ま
す
。

適
用
時
期

適
用
時
期

企業区分 炭素生産性向上率 税額控除率 特別償却率

現

行
な し 

7％以上 5％

改
正
案 5％

大　企　業 

中 小 企 業  

10％以上

10％以上

17%以上

15％以上

20％以上

10％

10％

14％

10％

50％

50％

50％

50％

50％

50％

(1) 

所
得
税
・
個
人
住
民
税
の
定
額
減
税

　

デ
フ
レ
脱
却
の
た
め
の
一
時
的
な
措
置

と
し
て
、
令
和
6
年
分
の
所
得
税
、
令
和

6
年
度
分
の
個
人
住
民
税
で
定
額
減
税
が

講
じ
ら
れ
ま
す
。

　

減
税
額
は
、
納
税
者
及
び
配
偶
者
を
含

め
た
扶
養
親
族
1
人
に
つ
き
、
所
得
税
※

3
万
円
、
個
人
住
民
税
所
得
割
額
1
万
円

と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
合
計
所
得
金
額

1,
8
0
5
万
円
超
の
所
得
者
は
対
象
外
と

さ
れ
ま
す
。

※
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
等
の
税
額
控

　

除
後
の
所
得
税
額
か
ら
減
税
さ
れ
ま
す
。

実施時期 

給与所得者

公的年金等受給者 

確定申告（原則）不動産所得・事業所得者等 

・令和６年6月以降の源泉徴収税額
　から　
・令和６年６月から控除しきれない
　場合は、翌月以降の税額から　

現　　行 改　正　案

断熱等性能等級４以上
又は一次エネルギー消費
量等級４以上

断熱等性能等級５以上 
かつ一次エネルギー消費
量等級６以上 

(2) 

子
育
て
世
帯
等
に
対
す
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
拡
充

　

子
育
て
支
援
の
観
点
か
ら
、
子
育
て
世
帯
等
※
に
お
け
る
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
の
借
入
限
度
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。 

　

具
体
的
に
は
、
新
築
等
の
認
定

住
宅
に
つ
い
て
は
5
0
0
万
円
、

新
築
等
の
Z
E
H
水
準
省
エ
ネ
住

宅
・
省
エ
ネ
基
準
適
合
住
宅
に
つ

い
て
は
1,
0
0
0
万
円
の
借
入

限
度
額
の
上
乗
せ
措
置
が
講
じ
ら

れ
ま
す
。 

　

ま
た
、
新
築
住
宅
の
床
面
積
要

件
に
つ
い
て
合
計
所
得
金
額
が

1,
0
0
0
万
円
以
下
の
者
に
限

り
40
㎡（
現
行
：
50
㎡
）に
緩
和
さ

れ
ま
す
。

※
子
育
て
世
帯
等
と
は
、
19
歳
未
満
の
扶
養
親

族
を
有
す
る
者
又
は
自
身
若
し
く
は
配
偶
者

の
い
ず
れ
か
が
40
歳
未
満
の
者
を
い
い
ま
す
。

　

令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
同
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用

に
供
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
同
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用

に
供
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

適
用
時
期

適
用
時
期

改正案
（令和6年入居に限る） 

借入限度額
借入限度額

子育て世帯等 それ以外

認　定

Z E H

省エネ

現行
 (令和6年・7年入居)

5,000万円

4,500万円

4,000万円

4,500万円

3,500万円

3,000万円

4,500万円

3,500万円

3,000万円

新築・買取
再販住宅

【一定の子育て対応改修工事】 
次の①から⑥のいずれかの工事で、その工事に係る標
準的な工事費用相当額が 50 万円を超えること等一定
の要件を満たすものをいいます。 
①住宅内における子どもの事故を防止するための工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事（一定のものに限る）

《
そ
の
他
の
子
育
て
支
援
策
に
つ
い
て
》

　

下
記
の
子
育
て
支
援
策
に
つ
い
て
は
、
令
和
７
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
、
以
下
の
方
向
性
で
検
討
し
、
結
論
を
得
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

① 

子
育
て
世
帯
に
対
す
る
生
命
保
険
料
控
除
の
拡
充

所
得
税
に
お
い
て
、
生
命
保
険
料
控
除
に
お
け
る
新
生

命
保
険
料
に
係
る
一
般
枠（
遺
族
保
障
）に
つ
い
て
、
23

歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
現
行
の

４
万
円
の
適
用
限
度
額
に
対
し
て
２
万
円
の
上
乗
せ
措

置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

② 

扶
養
控
除
の
見
直
し

16
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の
扶
養
控
除
に
つ
い
て
、
15
歳
以

下
の
取
扱
い
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
行
の

一
般
部
分（
国
税
38
万
円
、
地
方
税
33
万
円
）に
代
え
て
、

か
つ
て
廃
止
さ
れ
た
特
定
扶
養
親
族
に
対
す
る
控
除
の

上
乗
せ
部
分（
国
税
25
万
円
、
地
方
税
12
万
円
）が
復
元

さ
れ
ま
す
。

③ 

ひ
と
り
親
控
除
の
見
直
し

ひ
と
り
親
控
除
の
所
得
要
件
に
つ
い
て
、
合
計
所
得
金
額

が
1,
0
0
0
万
円（
現
行
：
5
0
0
万
円
）以
下
に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
ひ
と
り
親
控
除
の
所
得
税
の
控

除
額
が
38
万
円（
現
行
：
35
万
円
）に
、
個
人
住
民
税
の
控

除
額
が
33
万
円（
現
行
：
30
万
円
）に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

(1) 

法
人
版
事
業
承
継
税
制
に
お
け
る
特
例
承
継
計
画
の
提
出

　

  

期
限
の
延
長

　

非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予
（
法
人

版
事
業
承
継
税
制
）
の
特
例
制
度
は
、
事
業
承
継
時
の
相
続
税
・

贈
与
税
の
負
担
を
実
質
ゼ
ロ
に
す
る
時
限
措
置
（
令
和
９
年
12
月

31
日
ま
で
）
で
、
特
例
承
継
計
画
の
確
認
申
請
を
令
和
6
年
3
月

31
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

改
正
案
で
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
長
期
化
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

特
例
承
継
計
画
の
提
出
期
限
が
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
２
年
間

延
長
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
個
人
の
事
業
用
資
産
に
係
る
相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶

予
制
度（
個
人
版
事
業
承
継
税
制
）に
つ
い
て
も
、
個
人
事
業
承
継
計

画
の
提
出
期
限
が
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。  

(2) 

直
系
尊
属
か
ら
の
住
宅
取
得
等
資
金
に
係

　

  

る
贈
与
税
の
非
課
税
措
置
の
見
直
し

　

直
系
尊
属
か
ら
の
住
宅
取
得
等
資
金
に
係
る
贈

与
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
非
課
税
限
度
額

（
1,
0
0
0
万
円
）の
上
乗
せ
措
置
の
適
用
対
象
と
な

る
住
宅
用
家
屋
の
要
件
が
見
直
さ
れ
ま
す
。 

　

改
正
案
で
は
、
適
用
要
件
で
あ
る
住
宅
用
家
屋
の
省

エ
ネ
性
能
基
準
が
以
下
の
と
お
り
見
直
さ
れ
た
上
で
、

適
用
期
限
が
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
5
年
12
月
31
日
ま
で
に
建
築
確
認
を

受
け
た
住
宅
ま
た
は
令
和
６
年
６
月
30
日
ま
で
に
建

築
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
要
件
の
ま
ま
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

(2) 

簡
易
課
税
適
用
者
等
の
経
理
処
理
方
式
の
見
直
し

　

税
抜
経
理
処
理
方
式
を
採
用
す
る
簡
易
課
税
適
用
者
及
び
小
規

模
事
業
者
向
け
２
割
特
例
制
度
の
適
用
者
が
、
課
税
仕
入
れ
を
行
っ

た
場
合
の
経
理
処
理
方
法
の
明
確
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
免
税
事
業
者
等
の
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
以
外

　

特
例
承
継
計
画
・
個
人
事
業
承
継
計
画
の
提
出
期
限
が
、
令
和
8

年
3
月
31
日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
６
年
1
月
1
日
か
ら
令
和
８
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
贈
与

に
よ
り
取
得
す
る
住
宅
取
得
等
資
金
に
係
る
贈
与
税
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
ま
す
。

適
用
時
期

適
用
時
期

(1) 

仕
入
税
額
控
除
に
係
る
帳
簿
の
記
載
事
項
の
見
直
し

　

仕
入
税
額
控
除
の
適
用
に
は
、
一
定
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳

簿
と
適
格
請
求
書
等
の
保
存
が
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
定

の
取
引
に
つ
い
て
は
、
適
格
請
求
書
等
の
保
存
が
な
く
て
も
帳
簿

に
、
①
課
税
仕
入
れ
の
相
手
方
の
住
所
・
所
在
地
、
②
特
例
の
対

象
で
あ
る
旨
の
記
載
を
す
る
こ
と
で
、
仕
入
税
額
控
除
が
で
き
る

特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　

改
正
案
で
は
、
特
例
の
対
象
と
な
る
自
動
販
売
機
に
よ
る
取
引

や
入
場
券
等
の
よ
う
に
使
用
時
に
証
票
が
回
収
さ
れ
る
取
引
（
3
万

円
未
満
の
少
額
な
も
の
に
限
る
）
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
実
務
に

即
し
て
、
上
記
①
の
住
所
・
所
在
地
の
記
載
が
不
要
と
さ
れ
ま
す
。 

　

令
和
６
年
４
月
１
日
以
後
に
行
わ
れ
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
帳

簿
へ
の
記
載
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
運
用
上
は
、
令
和
５

年
10
月
１
日
以
後
に
行
わ
れ
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
帳
簿
へ
の
記

載
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

適
用
時
期

の
者
か
ら
の
仕
入
れ
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
仮
払
消
費
税
等
は
生

じ
ま
せ
ん
が
、
簡
易
課
税
適
用
者
等
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
が

仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
、
継
続

適
用
を
要
件
に
支
払
対
価
の
額
の
1
1
0
分
の
10（
1
0
8
分
の

8
：
軽
減
対
象
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
も
の
）相
当
額
を
仮
払

消
費
税
額
等
と
し
て
計
上
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
所
要
の
見
直

し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

　

令
和
５
年
10
月
１
日
以
後
に
国
内
で
行
う
課
税
仕
入
れ
に
つ
い

て
適
用
さ
れ
ま
す（
令
和
５
年
12
月
消
費
税
経
理
通
達
改
正
）。

適
用
時
期

(1) 

外
形
標
準
課
税
の
適
用
対
象
法
人
の
見
直
し

① 

減
資
へ
の
対
応

　

外
形
標
準
課
税
の
適
用
対
象
法
人
に
つ
い
て
、
現
行
基
準（
資

本
金
1
億
円
超
）は
維
持
さ
れ
ま
す
が
、
前
事
業
年
度
に
外
形
標

準
課
税
の
対
象
で
あ
っ
た
法
人
が
、
そ
の
事
業
年
度
に
資
本
金

1
億
円
以
下
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
資
本
金
と
資
本
剰
余
金
の

合
計
額
が
10
億
円
を
超
え
る
場
合
は
、
外
形
標
準
課
税
の
対
象

と
さ
れ
ま
す
。 

　

ま
た
、公
布
日
前
に
外
形
標
準
課
税
の
対
象
で
あ
っ
た
法
人
が
、

駆
け
込
み
で
施
行
日
以
後
最
初
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
前
事

業
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
資
本
金
1
億
円
以
下
で
あ
っ
て
も
、

施
行
日
以
後
最
初
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
末
日
に
資
本
金
と

資
本
剰
余
金
の
合
計
額
が
10
億
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
外
形

標
準
課
税
の
対
象
と
す
る
等
の
所
要
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

② 

1
0
0
％
子
会
社
へ
の
対
応

　

親
会
社
の
信
用
力
等
を
背
景
に
事
業
活
動
を
行
う
子
会
社
へ

の
対
応
と
し
て
、
資
本
金
と
資
本
剰
余
金
の
合
計
額
が
50
億
円

を
超
え
る
法
人
等
の
1
0
0
％
子
法
人
等
の
う
ち
、
資
本
金
が

1
億
円
以
下
で
あ
っ
て
、
資
本
金
と
資
本
剰
余
金
の
合
計
額
が

２
億
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
外
形
標
準
課
税
の
対
象
と
す

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。 

　

①
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る

各
事
業
年
度
か
ら
、
②
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日

以
後
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

適
用
時
期



「令和６年度税制改正の大綱」（令和５年12月22日閣議決定）において税制改正の内容が
決定され、この大綱に沿った国税の改正法案が成立・施行された場合には、令和６年分所得
税について定額減税が実施されることとなります。 
定額減税の制度に関する情報については、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」
をご覧ください。 

令和６年分所得税の納税者である居住者を対象（注:合計所得金額が
1,805万円以下の方のみ）として、次の①及び②の金額の合計額を、令和６
年分所得税額から控除
① 所得者本人…３万円 
② 同一生計配偶者及び扶養親族（※）…１人につき３万円 
※所得者と生計を一にする配偶者及び親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者 

※令和6年1月31日現在の情報に基づき、東京国税局が作成しました。

不動産所得・事業所得者等に対する実施 

・ 予定納税対象者については、予定納税額から減税 
・

給与所得者に対する実施 
・ 令和６年６月以降に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から
減税 

・ 年末調整で、給与・賞与における減税額を踏まえた精算 

公的年金受給者に対する実施 
・ 令和６年６月以降に支払う公的年金（老齢年金）に係る源泉徴
収税額から減税 

・ 必要に応じて、確定申告で６月以降の減税額を踏まえた精算 

「定額減税特設サイト」は、
こちらからアクセス 

制度の概要

定額減税の実施方法

令和６年分所得税 

 確定申告書提出時の所得税額から減税 

ご存知ですか？
定額減税

給与を支払う事業者のみなさまへ 

令和６年６月１日現在、事業者のもとで勤務している方のうち、その事業者
に対して「扶養控除等申告書」を提出している（月々の給与の源泉徴収におい
て「源泉徴収税額表」の「甲欄」が適用される）居住者の方々については、月々
の給与に係る源泉徴収税額から定額減税額を控除することとされています。 

【例】次の世帯構成の場合 

等 区分判定 所得者本人 配偶者 子供１ 子供２ 
同一生計 ̶ ○ ○ ○ 
職業等 会社員 パート 大学生 

(アルバイト) 中学生 
収入金額 680万円 105万円 75万円 ０円 
合計所得金額 502万円 50万円 20万円 ０円 
定額減税の対象 ○ ×(※) ○ ○ 

定額減税額 ３万円 ０円 ３万円 ３万円
※配偶者は、合計所得金額が48万円超のため、自身を所得者本人として定額減税を受ける。 

13,400円

６月給与 ６月賞与 ７月給与 ８月給与
控除前税額　　　　　 14,400円　　　 55,000円　　　 34,000円　　　15,600円
定額減税額　　　　　 14,400円　　　 55,000円　　　 20,600円　　　　  　0円
源泉徴収税額　　　　 　　　0円　　　 　　  0円　　    13,400円　　　15,600円
控除外額(次月繰越）175,600円　　　 20,600円　　　 　　  0円　　　　　̶

15,600円

55,000円

20,600円

20,600円

定
額
減
税
額

90,000円

14,400円

75,600円

定額減税に関する最新情報は、 
「定額減税特設サイト」で確認！！ 
特設サイトはこちらから

定額減税は、令和６年６月１日以後に
支払う給与等から！ 

給与所得者の定額減税イメージ（例）

67 練馬西法人会情報誌  第131号　春号練馬西法人会情報誌  第131号　春号

練馬西税務署からのお知らせ練馬西税務署からのお知らせ



89 練馬西法人会情報誌  第131号　春号練馬西法人会情報誌  第131号　春号

社長さんこんにちは 社長さんこんにちは

「
地
域
密
着
No.
１
」の
保
険
屋
さ
ん
を
目
指
し
て

　

弊
社
は
一
九
七
〇
年
五
月
に
先
代
（
私
の
父
親
）

が
保
険
会
社
の
社
員
か
ら
独
立
し
て
大
泉
学
園
の

地
で
損
害
保
険
の
代
理
店
を
設
立
し
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
二
十
一
年
を
経
て
私
が
入
社
を
し
、
五
十
周

年
を
機
に
更
な
る
発
展
を
目
指
し
事
務
所
を
石
神

井
公
園
へ
移
転
し
ま
し
た
。
そ
し
て
今
年
五
十
五

周
年
を
迎
え
ま
す
。
創
立
当
初
か
ら
販
売
し
て
い

る
自
動
車
保
険
や
火
災
保
険
な
ど
の
損
害
保
険
に

加
え
、
一
九
九
五
年
の
保
険
業
法
改
正
に
よ
り
生
損

相
互
参
入
が
認
め
ら
れ
た
為
本
格
的
に
生
命
保
険

の
販
売
も
始
め
ま

し
た
。
極
端
な
話

で
は
あ
り
ま
す

が
、
人
が
産
声
を

上
げ
、
一
生
を
遂

げ
る
ま
で
様
々
な

リ
ス
ク
に
立
ち
向

か
っ
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

十
人
十
色
と
い
う
よ
う
に
人
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
が

異
な
る
の
で
あ
れ
ば
お
客
様
一
人
ひ
と
り
と
会
話

を
重
ね
、
お
客
様
が
満
足
し
て
頂
け
る
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
的
な
保
険
の
ご
提
供
が
出
来
る
、
そ
ん
な

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ

ン
ナ
ー
軍
団
を
作
り
上
げ
、
お
客
様
の
生
涯
に
寄

り
添
え
る
代
理
店
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
地
域
密

着
ナ
ン
バ
ー
１
を
目
指
す
た
め
に
、
私
は
率
先
し

て
様
々
な
地
域
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
ま

す
。
年
に
数
回
法
人
会
の
駅
前
清
掃
や
商
店
街
の

町
清
掃
も
欠
か
さ
ず
参
加
し
て
い
ま
す
。
Ｐ
Ｔ
Ａ

活
動
を
通
じ「
お
や
じ
の
会
」を
発
足
さ
せ
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
お
客
様
と
の
出
会
い
・
地
域
の

方
と
の
出
会
い
・
社
員
と
の
出
会
い
を
大
切
に
弊

社
の
経
営
理
念
の
一
つ『
幸
せ
』を
出
会
っ
た
全
て
の

人
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
日
々
邁
進
し
て
い
こ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
保
険
の
事
で
何
か
ご
相
談
が
あ

れ
ば
ぜ
ひ
当
社
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
私
で
は

な
く（
笑
）優
秀
な
社
員
が
丁
寧
に
ご
対
応
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

色
を
変
え
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

川
上
建
装
株
式
会
社
は
、
塗
装
工
事
を
主
と
し
た

会
社
で
す
。
他
に
も
補
修
、
防
水
、
シ
ー
リ
ン
グ
、

そ
れ
に
伴
う
足
場
架
け
等
、
仕
上
げ
工
事
全
般
を
請

け
負
っ
て
お
り
ま
す
。

　

塗
装
工
事
に
関
し

ま
し
て
は
、
戸
建
て

住
宅
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、

ア
パ
ー
ト
、
テ
ナ
ン

ト
、
工
業
施
設
、
学

校
等
様
々
な
塗
装
工

事
を
施
工
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
用
途
に
よ
っ
て
多
種
多
様
な

施
工
方
法
が
あ
る
の
も
こ
の
仕
事
の
醍
醐
味
で
す
。

　

建
物
の
耐
久
、
防
水
性
能
を
強
化
さ
せ
た
り
、
メ

ン
テ
ナ
ン
ス
塗
装
、
景
観
変
更
等
、
目
的
に
よ
っ
て

適
し
た
仕
様
を
用
い
ま
す
。

　

仕
上
げ
工
事
と
い
う
事
も
あ
り
、
施
工
後
の
変
化

も
目
に
見
え
て
分
か
る
の
で
と
て
も
や
り
が
い
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
し
て
何
と
い
っ
て
も
、
完
了
後
を
ご
覧
に
な
っ

た
時
の
お
客
様
の
喜
び
よ
う
を
感
じ
ら
れ
た
時
に
一

番
の
生
き
が
い
を
覚
え
ま
す
。

　

そ
れ
は
ま
る
で
、
お
客
様
の
心
も
、
私
た
ち
作
業
員

の
心
ま
で
も
が
新
し
く
塗
り
替
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

満
足
頂
い
た
お
客
様
か
ら
の
ご
紹
介
や
、
口
コ
ミ
等

で
の
施
工
御
依
頼
も
少
な
く
な
く
、
人
と
人
と
の
繋

が
り
に
も
感
謝
し
な
が
ら
毎
日
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
私
が
法
人
会
に
入
会
し
て
か
ら
も
さ
ら
に
増

え
本
当
に
有
難
い
限
り
で
す
。

　

近
年
で
は
そ
の
繋
が
り
に
感
謝
し
な
が
ら
、
空
い

て
い
る
限
ら
れ
た
時
間
で
は
あ
り
ま
す
が
私
の
出
来

る
皆
様
へ
の
恩
返
し
の
気
持
ち
も
込
め
て
、
地
域
清

掃
や
避
難
訓
練
の
お
手
伝
い
等
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

お
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
支
え
あ
い
、
助
け
合
い
の
心
を
忘
れ

ず
に
日
々
精
進
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
皆
様
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

健け
ん
こ
う康

は
健け

ん
こ
う口

か
ら

　

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
上
石
神
井
４
丁
目
に
あ
り

ま
す
、
つ
ば
さ
デ
ン
タ
ル
オ
フ
ィ
ス
の
佐
藤
大
翼

と
申
し
ま
す
。
二
〇
一
九
年
の
開
業
当
初
よ
り
法

人
会
に
入
会
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

わ
た
し
は
歯
科
医
師
と
し
て
、
一
人
一
人
の
ご

希
望
に
合
わ
せ
て
、
保
険
診
療
・
保
険
外
診
療
問

わ
ず
、
ご
自
分
の
歯
を
長
く
保
っ
て
い
く
た
め
に

本
当
に
必
要
な
知
識
や
技
術
を
提
供
し
、
地
域
の

皆
様
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
、日
々

歯
科
診
療
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
〇
歳
か
ら

九
十
歳
代
ま
で
幅
広
い
年
齢
層
の
方
々
に
ご
来
院

い
た
だ
い
て
お
り
、
毎
日
、
身
も
気
も
引
き
締
ま

り
つ
つ
診
療
し
て
お
り
ま
す
。

　

当
院
は
練
馬
区
歯
科
医
師
会
に
所
属
し
て
お
り
、

乳
幼
児
や
保
育
園
児
の
歯
科
健
診
、
練
馬
区
の
各

種
歯
科
健
診
事
業
に
協
力
、
尽
力
し
て
お
り
ま
す
。

　

練
馬
区
の
歯
科
健
診
は
充
実
し
て
お
り
、
練
馬

区
民
の
三
十
歳
三
十
五
歳 

四
十
歳
四
十
五
歳 

五
十
歳
五
十
五
歳 

六
十
歳
六
十
五
歳 

七
十
歳

七
十
六
歳 

八
十
歳
の
方
が
受
診
で
き
、
妊
産
婦
の

方
が
受
け
ら
れ
る
歯
科
健
診
も
お
こ
な
わ
れ
て
い

ま
す
。
区
内
全
域
で
練
馬
区
歯
科
医
師
会
会
員
の

診
療
所
で
健
診
が
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
練
馬
区

民
の
対
象
の
方
は
ぜ
ひ
ご
利
用
な
さ
っ
て
く
だ
さ

い
。（
歯
科
健
診
に
つ
い
て
詳
し
く
は
練
馬
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
く
だ

さ
い
）

　

お
口
の
健
康
を
通
し

て
、
今
後
も
地
域
の
皆

様
の
健
康
維
持
・
増
進

に
寄
与
で
き
ま
す
よ

う
、
努
力
し
て
ま
い
り

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

社
・
下
請
け
・
従
業
員
へ
の
過
剰
要
求
が
続
い
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
ら
が
一
因
と
な
っ
た
未
曾
有
の
人
手

不
足
に
よ
り
、
今
よ
う
や
く
改
善
の
兆
し
が
見
え

て
き
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
、不
動
産
業
・

建
設
業
を
明
る
い
産
業
へ
と
変
え
る
一
員
と
な
っ

て
、
も
の
づ
く
り
本
来
の
尊
さ
や
輝
き
を
取
り
戻

し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

現
在
は
二
〇
二
七
年
に
年
商
十
億
円
・
経
常
利

益
一
億
円
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
シ

ン
プ
ル
か
つ
全
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て

善
で
あ
る
企
業
を
目
指
し
ま
す
。

リ
・
デ
ザ
イ
ン　
　
　
　

 

　

当
社
は
二
〇
一
二
年
に
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の

個
人
事
業
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
収
益
物
件
の
リ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
工
事
な

ど
を
経
て
、
宅
建
業
・
建
設
業
の
許
可
を
取
得
。

　

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
魅
力
と
市
場
の
可
能
性
に
触

れ
、
リ
ノ
ベ
不
動
産
F
C
に
加
盟
し
ま
し
た
。

　

築
古
の
鉄
骨
ビ
ル
を
買
い
取
り
、
本
社
兼
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
と
し
て
石
神
井
に
本
拠

地
を
構
え
て
い
ま
す
。

　

経
営
が
難
し
い
と
言
わ
れ
る
不
動
産
業
・
建
設

業
で
す
が
、
常
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
三
方
よ
し
の

会
社
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

当
社
で
は
「
リ
・
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
を
掲
げ
て
お
り
、
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
暮

ら
し
を
刷
新
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
業
界
や
働

き
方
も
私
た
ち
の
力
で

変
え
て
い
き
た
い
と
い

う
想
い
を
込
め
て
い
ま

す
。

　

今
の
時
代
に
お
い

て
、
顧
客
以
外
の
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
軽

ん
じ
る
企
業
に
発
展
は

あ
り
ま
せ
ん
。
長
ら
く

不
動
産
業
・
建
設
業
に

は
、
因
習
的
に
協
力
業

お口の健康をサポート

株
式
会
社 

Ｋ‘
ｓ
ト
ラ
ス
ト

代
表
取
締
役  

河
野
　
孝
史

石神井町 3‒25‒8
橋本ビルＰＡＲＴ１ ２階
電話 03-5923-7775

第 2 支部

株
式
会
社 

ビ
ス
タ

代
表
取
締
役  

橋
本
　
純

石神井台 1-10-1
VISTAビル
電話 03-5935-7348

第 3支部

つ
ば
さ
デ
ン
タ
ル
オ
フ
ィ
ス

院
長  

佐
藤
　
大だ

い
す
け翼

第 3支部

上石神井 4‒4‒1 1階
電話 03-5927-5261

川
上
建
装 
株
式
会
社代

表
取
締
役  

川
上
　
一
馬

　
一
級
塗
装
技
能
士

谷原 6-1-23
電話 03-5923-9041

第 2 支部

店舗入り口

作業風景

リノベーションショールーム
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東法連退職金制度のお知らせ
都税事務所長挨拶
税理士会ニュース

※賛は賛助会員です。

税
理
士
会
ニ
ュ
ー
ス

　

今
回
は
、「
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制（
中
小
企
業
者

等
が
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
又
は
税
額

控
除
）」に
つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
税
制
は
、
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企
業

者
な
ど
が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に

新
品
の
機
械
装
置
・
測
定
工
具
等
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
な

ど
を
取
得
し
、
指
定
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
、
そ

の
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お

い
て
、
通
常
の
減
価
償
却
額
に
さ
ら
に
対
象
資
産
の
取

得
価
額（
一
定
の
場
合
を
除
く
。
以
下
同
じ
）の
三
十
%

相
当
額
を
加
算
す
る
特
別
償
却
ま
た
は
対
象
資
産
の

取
得
価
額
の
七
%（
一
定
の
限
度
額
あ
り
）
を
算
出
税

額
か
ら
控
除
す
る
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
る
制
度
に

な
り
ま
す
。

　

主
な
適
用
対
象
資
産
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
一
定

の
金
額
以
上
で
あ
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

一 

機
械
装
置
…
一
台
又
は
一
基
の
取
得
価
額
が

　

一
六
〇
万
円
以
上
の
も
の

二 

測
定
工
具
等
…
一
定
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
一
台 

　

 

ま
た
は
一
基
の
取
得
価
額
が
一
二
〇
万
円
以
上
の
も
の

三 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
…
一
定
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
次

　

 

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
も
の

　

 

①
一
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
取
得
価
額
が
七
十
万
円
以

　

上
の
も
の

　

 

②
そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て
指
定
事
業
の
用
に
供
し 

　

た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
取
得
価
額
の
合
計
額
七
十 

　

万
円
以
上
の
も
の

　

特
別
償
却
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
申
告
書
等
に
明

細
書
、
税
額
控
除
を
受
け
る
場
合
に
は
申
告
書
等
へ
の

記
載
及
び
明
細
書
の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

電
子
帳
簿
保
存
法
の
施
行
な

ど
に
よ
り
社
内
の
D
X
推
進
が

急
が
れ
る
中
、
当
該
投
資
促
進

税
制
な
ど
の
活
用
も
検
討
し
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

押金秀男 広報部長

練
馬
都
税
事
務
所
長

　

 

高
野　

豪た
け
し

　

四
月
に
練
馬
都
税
事
務
所
長
に
着
任
い
た
し

ま
し
た
高
野
と
申
し
ま
す
。
都
庁
内
の
様
々
な

局
・
本
部
だ
け
で
な
く
、
国
や
銀
行
な
ど
、
十

を
超
え
る
組
織
を
経
て
、
昨
年
、
約
三
十
年
ぶ

り
に
主
税
局
の
現
場
、
大
田
都
税
事
務
所
に
、

そ
し
て
今
回
、
新
規
採
用
の
際
の
配
属
先
だ
っ

た
練
馬
都
税
事
務
所
に
戻
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

練
馬
西
法
人
会
の
皆
様
に
は
、
日
ご
ろ
よ
り
、

髙
橋
会
長
様
を
は
じ
め
、
役
員
の
皆
様
、
会
員

の
皆
様
に
、
都
税
の
申
告
・
納
税
は
も
ち
ろ
ん

広
報
な
ど
様
々
な
場
面
で
、
都
の
税
務
行
政
に

格
別
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
っ
て
お
り
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
都
に
お
き
ま
し
て
は
、
今
年
度
、
八
兆

円
を
超
え
る
当
初
予
算
を
組
み
、「『
人
』
が
輝

く
」、「
国
際
競
争
力
の
強
化
」、「
安
全
・
安
心
」

の
観
点
か
ら
大
胆
な
施
策
を
積
極
的
に
展
開
し

て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
を
支
え
る
都
税
収
入
に

つ
き
ま
し
て
は
、
今
年
度
も
六
兆
円
台
を
見
込

み
、
ま
ず
何
よ
り
、
こ
れ
を
確
保
で
き
る
よ
う
、

練
馬
都
税
事
務
所
と
し
て
も
日
々
努
力
を
重
ね

て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
都
で
は
、
税
務
行
政
の
D
X
化
を
推

進
し
て
お
り
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
税
の
比
率

を
二
〇
二
五
年
度
に
は
五
十
五
％
、
二
〇
三
〇

年
度
に
は
七
十
％
と
で
き
る
よ
う
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
の
導
入
な
ど
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
税
の
拡
充
・
普
及
に
強
く
取
り
組

ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
口
座
振
替

は
も
ち
ろ
ん
、
地
方
税
の
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
活
用
な
ど
も
含
め
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
税
に
一
層
の
ご
協
力
を
い
た
だ
け

ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
適
正
・
公
平
な
税
務
行
政
の
推

進
と
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。
皆
様
方
の
一
層
の
お
力
添
え
を
賜
れ

ま
し
た
ら
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

結
び
に
、
練
馬
西
法
人
会
の
ま
す
ま
す
の
ご

発
展
、
会
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
、
事
業
の
ご
繁

栄
を
祈
念
し
、
就
任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

◆◆
◆◆
◆◆  

着
任
の
ご
挨
拶

着
任
の
ご
挨
拶  

◆◆
◆◆
◆◆
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部会・委員会活動報告 部会・委員会活動報告

女性部会 新春研修会

源泉部会 報告会

青年部会 定例会

6支部 バス研修会

女性部会 報告会

源泉部会 閉講式

青年部会 報告会 練馬西税務署へ花鉢寄贈

女性部会 全国女性フォーラム 広島大会

2支部 税務研修会

照姫まつり

経営セミナー

3支部 税務研修会簿記開講式

税制改正勉強会

日時　令和6年3月15日（金）
場所　練馬西法人会事務局
人数　14名

日時　令和6年２月6日（火）
場所　浄土宗　智福寺
人数　27名

日時　令和6年4月6日（土）
場所　練馬西法人会事務局
人数　17名

日時　令和6年4月10日（水）
場所　練馬西法人会事務局
人数　14名

定例会の様子

日時　令和6年２月13日（火）
場所　練馬西税務署
　　　髙橋会長と北川青年部会長より花鉢寄贈

会場風景
日時　令和6年4月18日（木）
場所　広島グリーンアリーナ
人数　2名

日時　令和6年２月28日（水）
場所　石神井公園区民交流センター
人数　40名

参加された皆さん

当会 ブース風景 税務署の皆様にもお越し頂きました

簿記研修会の様子

日時　令和6年4月21日（日）
場所　石神井公園
人数　21名

日時　令和6年2月14日（水）
場所　勤労福祉会館2階 大会議室
人数　31名

報告会に参加した皆さん
日時　令和6年4月16日（火）
場所　勤労福祉会館
人数　18名

日時　令和6年3月18日（月）
場所　勤労福祉会館
人数　94名

日時　令和6年3月1日（金）
場所　ピースミュージアム＆金笛醤油パーク＆サイボクハム
人数　34名

報告会参加の皆さん 報告会参加の皆さん
日時　令和6年4月24日（水）
場所　勤労福祉会館
人数　22名

日時　令和6年２月9日（金）
場所　勤労福祉会館
人数　18名

木村圭吾統括官

髙橋会長（右）が石橋署長に寄贈

法音寺佐賀 和玄副住職様

山本副署長の講演

研修会の様子

花を囲んで

参加された皆さん

講演風景

サイボクハムにて税制改正勉強会の様子 講師の川名亘司氏

企業経営セミナー会場風景

北川部会長挨拶

日時　令和6年4月12日（金）
場所　勤労福祉会館
人数　36名

部会・委員会
活動報告

2024.2.6 〜2024.4.24
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お知らせ お店紹介

　台湾屋台グルメ初心者の私達は、
オーナーの今井さんにおすすめを教えて
頂き、さっそく料理３品とドリンクを注文。
　まずは葱油餅（ツォンヨウビン）。カリカ
リ、モチモチのネギ焼きで、食べてみる
と野菜やソーセージなど具沢山。そして
モチモチ感が食べやすくて美味しい！
　次に、黒糖豚肉（ヘイタンズーロー）。
鍋で長時間煮込まれたホロホロ柔らか
く味が染み染みの豚の角煮や大根、
厚揚げや卵などがご飯の上にのってい
て、食べ始めたらとまらない美味しさ!
　最近始めたメニューで大人気のジー
ロウスー。こちらは魯肉飯の友達「鶏肉
飯（ジーローファン）」のご飯なしバー
ジョン。野菜もたっぷりでヘルシー。
サラダ感覚でペロリと頂きました。
　今井オーナーによると、料理の味付
けには好き嫌いが分かれる八角などの
香辛料は避けているそうで、食べやす
さに納得。
　ドリンクは、アボカドプリンと冬瓜レ
モンティーを注文、台湾で大人気アボ
カドプリンは飲めばわかる、甘さひか
えめでさっぱりした名前はプリン♥で
も飲み物。
　冬瓜レモンティーは、甘く煮詰めた冬

♥

瓜とスーパーフードのチアシードをレモン
ティーに加えていて一口飲むと冬瓜の香
ばしさがスッと抜けてゆく美味しさ。
　仕事で台湾に赴任していたとき夜
市にはまり、屋台グルメを日本に普及
したい！との熱い思いが開店のきっか
けなのだそうです。
　赴任中に知り合った奥様の叔母さ
まからレシピを教えてもらったとの事。
期間限定メニューは色 と々変わり常に
３、４品を考えているとの事なので、
その時々のメニューも楽しめそう。
　アルコールやおつまみもあるので、
お仕事終わりや休日のちょっと一杯に
もいいですね。
　また何とペット同席OKです!!可愛
いワンちゃんを連れたお客様もいらし
てました。
　ワンちゃんと一緒に台湾屋台グルメ
を満喫してみてはいかがでしょうか。
　吃吃看（ツーツーカン）とは台湾の
言葉で「食べてみて」なのだそうで、皆
様もぜひお店に行かれてツーツーカ
ン！くださいませ。
　ちなみに、台湾ではQQ (キュー
キュー)とは「モチモチ食感」を意味す
るそうです…知らなかった（笑）

こんにちは！法人会福利厚生制度の推進員をしております、大同生命の田代
と申します。今回私がお伺いしたオススメのお店は、石神井町で昨年10月に
開店した台湾屋台グルメのお店「吃吃看（ツーツーカン）」。西武池袋線の石神
井公園駅から富士街道を西へ向かって徒歩13分、石神井警察署を過ぎて左
手に見える赤い日差しとテラス席が目印のお店です。
今回、第2支部広報担当の加藤さんと田代で伺わせていただきました。

是非吃吃看で、台湾料理店には
ない「台湾屋台グルメ」をご堪
能ください！

オーナーから一言 ●代 表 者： 今井 康人　
●住　　所：東京都練馬区石神井町6-26-18-101　
●電　　話：080-9299-4301
●営業時間：11:00～20:00
　　　　　　（ラストオーダー19:30）
●定 休 日：月曜日

吃 吃 看
「葱油餅（ツォンヨウビン）」
「黒糖豚肉（ヘイタンズーロー）」
「ジーロウスー』

ツー  ツー  カン

店舗情報

vol.9

注文した品々

ペット同席OKです！

ドリンクの
アボカドプリン

台湾の屋台グルメいろいろ

店舗入口にて記念撮影

期間限定メニューも楽しめます

紹介メニュー

お 知 ら せ

第
十
三
回 

通
常
総
会 

開
催
の
ご
案
内

　

会
員
各
位
に
は
、
益
々
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　

さ
て
、
本
会
の
第
十
三
回
通
常
総
会
及
び
会
員
相
互
の
親
睦

を
深
め
る
た
め
の
懇
談
会
を
左
記
に
よ
り
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

ご
多
用
中
の
こ
と
と
は
存
じ
ま
す
が
、
万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の

う
え
、
ご
出
席
を
賜
り
た
く
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
議

案
等
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
練
馬
西
法
人
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

五
月
十
五
日（
水
）
頃
掲
載
い
た
し
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

一
、
日
時 

令
和
六
年
六
月
十
三
日（
木
）

 

午
後
四
時

一
、
場
所 

練
馬
区
立
勤
労
福
祉
会
館

 

東
大
泉
五
ー
四
十
ー
三
十
六

 

☎
三
九
二
三
ー
五
五
一
一

一
、
総
会

 

●
議　

案

　

  

① 

令
和
五
年
度
事
業
報
告
承
認
の
件

　

  

② 

令
和
五
年
度
決
算
報
告
承
認
の
件

  

●
報
告
事
項

　

  

① 

令
和
六
年
度
事
業
計
画

　

  

② 

令
和
六
年
度
収
支
予
算

※
出
・
欠
は
五
月
二
十
日（
月
）ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

　
（
但
し
、
正
会
員
の
方
の
欠
席
の
場
合
は
委
任
状
に
署
名
願
い
ま
す
）

一
、
懇
談
会　

午
後
五
時
三
十
分
か
ら（
予
定
）

　
　

※
懇
談
会
費　

四
、○
○
○
円
は
、
当
日
徴
収
し
ま
す
。

　

な
お
、
六
月
六
日（
木
）以
降
の
キ
ャ
ン
セ
ル
は
総
会
終
了
後
、

　

懇
談
会
会
費
の
請
求
書
を
お
出
し
致
し
ま
す
。

ま
だ
「
委
任
状
」
未
提
出
の
方
は
急
ぎ
、
ご
投
函

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

令和6年7月 生活習慣病検診日程 駅 前 清 掃令和6年度 決算法人説明会

令和6年度 新設法人説明会

令和6年7月17日（水）・7月25日（木）
会　場　石神井庁舎
　　　　（練馬区石神井町3-30-26）

令和6年7月22（月）
会　場　ホテルカデンツァ東京
　　　　（練馬区高松5-8）

開催日　令和6年6月8（土）
場　所　大泉学園駅南口
　　　　石神井公園駅北口
　　　　上石神井駅北口
　　　　武蔵関駅南口
時　間　午前8時から午前9時
※雨天の場合6月15日（土）です。

●令和6年5月28日（火）
●令和6年6月24日（月）
●令和6年8月23日（金）
時間：午後1時30分～午後4時
場所：練馬西税務署2階大会議室

●令和6年5月22日（水）
●令和6年8月21日（水）
時間：午後1時30分～午後4時
場所：（公社）練馬西法人会事務局

受付時間　9：30～11：00
※詳細は、後日案内させていただきます。

使用済み切手の収集事業報告公益事業委員会から

ご協力誠にありがとうございます。

●使用済み切手  5.4kg

練馬西法人会 ねりりん
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編
集
後
記
　

　

広
報
誌 

い
ず
み
春
号
を
ご
覧
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

令
和
六
年
は
年
初
め
か
ら
能
登
半
島
地
震
、
翌
日
に
日

本
航
空
機
炎
上
と
悲
し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
続
き
ど
ん
な
一
年

に
な
る
の
か
と
感
じ
ま
し
た
が
、
日
経
平
均
も
過
去
最
高

値
を
つ
け
今
後
日
本
経
済
が
安
定
し
て
く
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
投
資
や
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
判
断
を
行
う
際
に
は
、

常
に
リ
ス
ク
管
理
を
考
慮
し
慎
重
に
行
動
す
る
こ
と
が 

重
要
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
も
落
ち
着
い
て
き
ま
し
た
が
、
昨
年
か
ら
始

ま
っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
や
六
月
に
始
ま
る
定
額
減
税
な
ど
業

務
に
負
担
の
か
か
る
政
策
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
会
員
の
皆
様
に
と
っ
て
役
立
つ
よ
う
な
情

報
も
発
信
し
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

広
報
委
員　

大
隅　

智

（2024年5月1日現在）

法律相談 毎月第2金曜日 午後1時〜4時（30分単位）　　　　　　　　　　　  相談員：弁護士

税務相談 1月〜3月 毎週火曜日/4月〜12月 毎月第2火曜日 午後1時〜4時（30分単位） 相談員：税理士
●問い合わせ先 東京商工会議所練馬支部 練馬区練馬1-17-1 Coconeri 4階  電話 03-3994-6521 FAX 03-3994-6589

※担保・保証人不要（保証協会の保証も不要）
※他に練馬区の利子補給 40％（3ヶ年度）
※利用できる方：従業員20 名以下

（宿泊業・娯楽業を除く 商業・サービス業は5名以下）
※1 年以上事業を行っている方
※飲食業の設備資金も利用可能

◇本融資は商工会議所の推薦で日本政策金融公庫より事業資金として
　貸し出しされますが、審査の結果、ご希望に沿えないことがあります。
　（会員・非会員の方、問わず利用できます）

マル経融資のご案内  〜小規模事業者経営改善資金〜

融資限度額融資限度額    2,0002,000万円万円 利率 1.35％
返 済 期 間返 済 期 間   運転資金  7年以内運転資金  7年以内
　　　　 　 　　　　 　 設備資金10年以内設備資金10年以内

相談
無料

窓口窓口
専門相談専門相談

令
和
５
年
度 

東
法
連 

「
単
位
会
の
広
報
活
動
に
関
す
る
表
彰
」

　

去
る
令
和
六
年
三
月
十
三
日（
水
）
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド

ヒ
ル
市
ヶ
谷
に
お
い
て
、
令
和
五
年
度 

東
法
連 

単
位

会
の
広
報
活
動
に
関
す
る
表
彰
会
が
三
時
よ
り
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

報
告
事
項
一
、
令
和
六
年
度
の
広
報
関
連
の
事
業
計
画 

　
　
　
　
　
　
（
案
）に
つ
い
て

報
告
事
項
二
、
令
和
五
年
度
単
位
会
の
広
報
活
動
に
関 

　
　
　
　
　
　

す
る
表
彰
の
選
考

　

そ
の
後
、
表
彰
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
三
法
人
会
が
表
彰
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
当

法
人
会
も
選
考
さ
れ
ま
し
た
。

　

事
例
発
表
に
移
り
、
入
会
勧
誘
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
と

い
う
テ
ー
マ
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

法
人
会
活
動
を
わ
か
り
や
す
く
周
知
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
た
経
緯
や
、
ど
の
よ
う
な
場

所
に
掲
示
し
た
の
か
等
、
今
後
の
課
題
を
話
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
充
実
し
た
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

広
報
委
員
長　

吉
田
久
美
子


